
平成３０年度 部署名：総務部財務室財政課

案件名： 平成31年度江別市当初予算

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：総務部調整監付参事（危機対策・防災担当）

案件名： 江別市地域防災計画の修正

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■ 計画の変更で、その内容が軽易なも
のであったため。

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ ■ 法律により委員の職が定められてい
るため。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ ■ 市民委員を公募していないため。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ ■ 市民委員を公募していないため、

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部企画課

案件名： （仮称）さっぽろ連携中枢都市圏に対する意見

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部政策推進課

案件名： 江別市地域公共交通網形成計画及び江別市地域公共交通再編実施計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部政策推進課

案件名：第６次江別市総合計画中間改訂

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部政策推進課

案件名：まちづくり市民アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部政策推進課

案件名：江別市転入アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：企画政策部政策推進課

案件名： 江別市行政改革推進計画（２０１９年度～２０２３年度）の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：生活環境部市民生活課

案件名： ＬＥＤ防犯灯普及奨励金の制度延長について

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：生活環境部市民生活課

案件名：江別市男女共同参画基本計画中間見直し版の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：生活環境部市民生活課

案件名：市民交流施設の利活用の検討

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □

1 検討会の構成員に、公募等により選考された市民を含めているか。 ■ □

2 検討会による検討結果について、公表したか。 ■ □
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平成３０年度 部署名：生活環境部環境室廃棄物対策課

案件名： 江別市災害廃棄物処理計画

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：経済部農業振興課

案件名： 第４次江別市農業振興計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■
経済審議会条例の規定に基づ
き、委員を選任していた。
（平成31年3月に条例改正済み）

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □ 改選なし

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □ 改選なし

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □ 改選なし

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：経済部農業振興課

案件名： 第３次江別市食育推進計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：経済部農業振興課

案件名： 農村滞在型余暇活動機能整備計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □ 改選なし

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □ 改選なし

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □ 改選なし

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：経済部農業振興課

案件名： 江別市鳥獣被害防止計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □

1 協議会の構成員に、公募等により選考された市民を含めているか。 □ ■

協議会は「鳥獣による農林水産業等
に係る被害の防止のための特別措
置に関する法律」第４条の２に基づ
き、関係機関等で組織しており、計画
実施にあたり、それぞれ役割を持て
る機関で構成しているため。

2 協議会による検討結果について、公表したか。 ■ □
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平成３０年度 部署名：健康福祉部障がい福祉課

案件名： 江別市手話言語条例の制定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■
手話通訳や聴覚障がいの現
状、課題に対する知識や経験
が求められるため。

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ ■ 上記１による。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ ■ 上記１による。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：健康福祉部健康推進室保健センター・健康推進担当

案件名： えべつ市民健康づくりプラン２１（第２次）後期行動計画等の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □ 該当なし

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □ 該当なし

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □ 該当なし

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □ 該当なし

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □ 該当なし

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □ 該当なし
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本計画の策定は、
　・えべつ市民健康づくりプラン２１（第２次）中間報告　　　・えべつ市民健康づくりプラン２１（第２次）後期行動計画
　・生活習慣病予防に向けた野菜摂取アクションプラン　　・江別市自殺対策計画
を一体としておこなったもの。



平成３０年度 部署名：健康福祉部子育て支援室子育て支援課

案件名： 子どもの生活実態調査

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ ■

議事録の作成、各委員への
確認に時間がかかったため30
日を超えてしまった。（9/3現
在は公表中）

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：健康福祉部子育て支援室子育て支援課

案件名： 第２期 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ ■

議事録の作成、各委員への
確認に時間がかかったため30
日を超えてしまった。（9/3現
在は公表中）

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：健康福祉部子育て支援室子ども育成課

案件名： 教育・保育施設に係る利用定員数の設定及び確認

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ ■

議事録の作成、各委員への
確認に時間がかかったため30
日を超えてしまった。（9/3現
在は公表中）

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：健康福祉部子育て支援室子ども育成課

案件名： 教育・保育施設運営事業者公募に係る選定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ ■

議事録の作成、各委員への
確認に時間がかかったため30
日を超えてしまった。（9/3現
在は公表中）

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： さくら公園の再整備に向けたワークショップ

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ ■
参加名対象が限られており、
参加者に対してのみ周知。

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ ■
ワークショップの中で参加者
に対してのみ説明。

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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市民参加条例第４条における市民参加の対象とならない案件。



平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： 大麻中央公園遊具選定アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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市民参加条例第４条における市民参加の対象とならない案件。



平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： 上江別南町公園遊具選定アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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市民参加条例第４条における市民参加の対象とならない案件。



平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： 大麻新町公園遊具選定アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □

1

2

＜特記事項＞

市民参加手続きチェックシート

市民参
加の方

法
No. 項目

チェック欄

附
属
機
関
等

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト

市
民
説
明
会

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

そ
の
他
の
手
法

市民参加条例第４条における市民参加の対象とならない案件。



平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： 元江別公園遊具選定アンケート

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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市民参加条例第４条における市民参加の対象とならない案件。



平成３０年度 部署名：建設部都市建設課

案件名： 「江別市住生活基本計画」の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

■ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

■ □
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平成３０年度 部署名：建設部土木事務所治水課

案件名： 江別市水防計画の変更

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■
計画の変更で、その内容が軽
易なものであったため。

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ ■
法律により委員の職が定めら
れているため。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ ■
市民委員を公募していないた
め。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ ■
市民委員を公募していないた
め、

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：教育部学校教育支援室学校教育課

案件名： 江別市学校教育基本計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

□ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 □ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

□ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：教育部学校教育支援室教育支援課

案件名： 江別市いじめ問題調査組織の設置について

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■

江別市青少年健全育成協議会条
例第３条第２項により、青少年の
健全育成活動に関する団体の代
表者を推薦しているため

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
公募ではないため、該当しな
い

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
公募ではないため、該当しな
い

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

□ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

□ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □

1

2

＜特記事項＞

市民参加手続きチェックシート

市民参
加の方

法
No. 項目

チェック欄

附
属
機
関
等

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト

市
民
説
明
会

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

そ
の
他
の
手
法



平成３０年度 部署名：教育部生涯学習課

案件名： 第９期江別市社会教育総合計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

■ □

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

■ □

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

■ □

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：教育部スポーツ課

案件名： 第6期江別市スポーツ推進計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 □ ■
江別市スポーツ推進審議会
条例の規定に基づき、委員を
選任しているため

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：教育部情報図書館

案件名： 第３期江別市子どもの読書活動推進計画の策定

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □ ※Ｈ２９年度中設置

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □ ※Ｈ２９年度中設置

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □ ※Ｈ２９年度中設置

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

■ □

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

■ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □
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平成３０年度 部署名：水道部総務課

案件名：　　江別市上下水道ビジョンの策定について

実施した
実施して
いない

備考（実施していない場合は、その
理由）

1 公募等により選考された市民委員を含めているか。【条例第７条第１項】 ■ □

2
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）附属機関等の委員の選
任に当たっては、男女比、年齢構成、地域構成、委員の在期数、他の
附属機関等の委員の兼職状況に配慮したか。【条例第７条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

3

（当該年度中に設置又は改選があった場合、）市民委員を公募する際
は、あらかじめ、附属機関等の名称及び所掌事務、委員の任期、公募
する委員の人数及び選考方法、応募できる者の範囲及び応募方法を
公表したか。【規則第４条第１項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

4
（当該年度中に設置又は改選があった場合、）委員を公募する期間を、
公募を開始した日から２週間以上設けたか。【規則第４条第２項】

□ □
改選していないため、該当し
ない。

5 附属機関等の委員の氏名、選任の区分、任期を公表しているか。【条例
第７条第３項】

■ □

6 会議を公開したか。【条例第８条第１項】 ■ □

7
会議を開催する日の１週間前までに、開催日時、開催場所、議題等を
公表したか。【条例第８条第２項・規則第７条】

■ □

8
会議の名称、開催日時及び会場、委員の出欠状況及び傍聴者数、議
題及び議事の大要を記載した会議録を作成し、会議終了後３０日以内
に、非公開情報を除き公表したか。【条例第８条第３項・規則第８条】

□ ■

議事録の作成に時間がかか
り、公表するまでに３０日を超
えてしまった。（現在は公表済
み）

1
あらかじめ、対象事項の案及び資料、対象事項の案を作成した趣旨、
目的及び背景、意見の提出先、提出方法及び提出期間を公表したか。
【条例第９条第１項】

■ □

2
意見の提出期間を、公表の日から起算して３０日以上の期間を設けた
か。【条例第９条第２項】

■ □

3
提出された意見の概要及び提出された意見に対する市長等の考え方
を、非公開情報を除き公表したか。【条例第９条第４項】

□ ■
意見の提出がなかったため、
該当しない。

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
市民説明会終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及び
参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。【条
例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1
開催する日の２週間前までに、開催日時、開催場所、開催趣旨等を公
表したか。【条例第１０条第１項・規則第１１条第１項】

□ □

2
ワークショップ終了後３０日以内に、名称、開催日時及び会場、対象及
び参加者数、議題及び議事の大要を、非公開情報を除き公表したか。
【条例第１０条第２項・規則第１１条第２項】

□ □

1 アンケートの目的を、調査対象者に対して明らかにしたか。【条例第１１条第
１項】

□ □

2
アンケート調査の名称、アンケート調査の目的、方法及び対象、アン
ケート調査の実施時期、アンケート調査の回答率及び集計結果を、非
公開情報を除き、公表したか。【条例第１１条第２項・規則第１２条】

□ □

1

2

＜特記事項＞

市民参加手続きチェックシート

市民参
加の方

法
No. 項目

チェック欄

附
属
機
関
等

パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト

市
民
説
明
会

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

そ
の
他
の
手
法


